
取り組み推進項目調書

※組織数は、出納課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局を除く

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・平成30年４月１日の機構改革に向けた検証を行う。

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （１） 効率的な組織体制の実現

個 別 項 目 ア 組織のスリム化

  限られた職員数で運営する効率的な組織を実現するため、機構の見直しを図り、職務
階級の見直し、職員の適正配置に努めます。町民サービスの向上を図るため、広域的行
政の推進を図ります。より効率的な業務処理及び正確・迅速なサービス提供が行えるよ
う、ＩＣＴを活用した業務改善を図ります。業務改善を行ううえで、個人情報保護は引
き続き情報の漏洩防止体制の強化を図ります。

取り組み事項 ⅰ 機構の見直し

担 当 課 企画政策課

取り組み内容
・業務の見直しや委託化・効率化等を推進し、機構の見直し、職務階級の見
直しなどを行い、人口減少社会に対応できるコンパクトな行政組織を構築す
る。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み項目

・業務の見直しを踏ま
えた機構改革に向けた
検討
・職務階級の見直し検
討

・機構改革と業務の見
直し
・職務階級の見直し

・機構改革の検証
・職務階級の見直し

・機構改革の検証
・職務階級の見直し

目 標

成果
指標

部課班の数(平成27年度比)

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

組織数 8部19課40班 5%減 5%減 10%減

関係各課 総務課・教育総務課・消防課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・平成28年４月１日に、機構改革（８部19課40班→５部17課38班）及び職務
階級の見直し（８級制→６級制）を実施した。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・次年度以降の効果の調査・検証に向けた準備を行う。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・業務の見直しを行い、平成28年４月１日に機構改革を実施した（８部19課
40班→５部17課38班）。
・平成28年４月１日に職務階級の見直しを実施した（8級制→6級制）。

平 成 28 年 度
成果指標実績

組織数：11.7％減（８部19課40班→５部17課38班）

業務の見直しと機構

改革に向けた検討 機構改革の効果を調査・検証
業務の見直し

と機構改革



平 成 28 年 度
取り組み実績

・平成28年４月１日より、平塚市環境事業センターへの可燃ごみの搬入を開始
した。
・平成28年度末に、１市２町の消防広域化に向けた作業部会報告書が完成し
た。

平 成 28 年 度
成果指標実績

業務数：１（ごみ処理の広域化）

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・平塚市・大磯町・二宮町共同消防指令センターは４月１日より運用を開始
し、共同運用の状況等を踏まえ、１市２町の消防広域化について引き続き、検
討する。
・平成30年度のリサイクルセンター稼働に向けた検討を行う。

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （１） 効率的な組織体制の実現

個 別 項 目 ア 組織のスリム化

  限られた職員数で運営する効率的な組織を実現するため、機構の見直しを図り、職務階
級の見直し、職員の適正配置に努めます。町民サービスの向上を図るため、広域的行政の
推進を図ります。より効率的な業務処理及び正確・迅速なサービス提供が行えるよう、Ｉ
ＣＴを活用した業務改善を図ります。業務改善を行ううえで、個人情報保護は引き続き情
報の漏洩防止体制の強化を図ります。

取り組み事項 ⅱ 広域行政の推進

担 当 課 企画政策課

取り組み内容
・広域行政連携の枠組みを活かし、効率的な行政運営の仕組みづくりを推進す
る。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定

・広域行政連携の推進
（剪定枝資源化施設）
（破砕処理場）
（リサイクルプラザ）

・広域行政連携の推進
（ごみ焼却場）
・消防指令センターの
整備

・広域行政連携の推進
（消防指令業務）

・広域行政連携の推進
（消防業務）
（リサイクルセン
ター）

成果
指標

新たに広域で処理をする業務の数

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

業務数 3 1 1 2

目 標

取り組み推進項目調書

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・平成28年４月１日より、平塚市環境事業センターへの可燃ごみの搬入を開始
した。
・平成28年４月１日より、消防本部・消防署の組織を変更し、消防署の交替制
勤務を２部制から３部制（試行）にした。また、消防指令センターへの派遣予
定職員を指令担当に配置した。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・安定的なごみ処理が継続できるよう１市２町間で調整を図る。
・平成29年４月の消防指令業務の共同運用開始に向け、各種準備を進める。

関係各課 生活環境課・消防課・消防署

備 考

広域行政連携の推進



※ICT(Information and Communication Technology)情報通信技術

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・試行結果を踏まえ、庁議資料のペーパーレス化が会議の質及び業務効率向
上に寄与するよう検討していく。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・ICカード制御付きの高速プリンタを稼働させる（11月予定）。
・庁議資料のペーパーレス（プロジェクタ投影）を試行する（10月予定）。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・庁議（政策会議）資料の一部のプロジェクタ投影試行を開始した（10
月）。
・2Fフロア（政策総務部）でICカード制御付きの高速プリンタ2台を稼働させ
た（1月）。

平 成 28 年 度
成果指標実績

・庁議（政策会議）資料の一部のプロジェクタ投影を試行した。

関係各課 企画政策課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・各部ごとの用紙使用量を削減することを目的として、ICカード制御付きの
高速プリンタを調達した。

会議数 検討 試行 1 2

目 標

成果
指標

資料をペーパーレス化した会議の数
（二宮町庁議規程第２条各号に定める庁議）

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・電子ﾌｧｲﾙ管理手法の
統一とﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の検
討

・電子ﾌｧｲﾙ管理手法の
統一とﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の検
討

・電子ﾌｧｲﾙ管理手法の
統一とﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の推
進

・電子ﾌｧｲﾙ管理手法の
統一とﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化の推
進

担 当 課 総務課

実 施 内 容 ・ICTを活用し、業務の効率化を推進する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 ア 組織のスリム化

  限られた職員数で運営する効率的な組織を実現するため、機構の見直しを図り、職務階
級の見直し、職員の適正配置に努めます。町民サービスの向上を図るため、広域的行政の
推進を図ります。より効率的な業務処理及び正確・迅速なサービス提供が行えるよう、Ｉ
ＣＴを活用した業務改善を図ります。業務改善を行ううえで、個人情報保護は引き続き情
報の漏洩防止体制の強化を図ります。

取り組み事項 ⅲ-1 ＩＣＴを活用した業務の効率化（ペーパーレス化の検討）

取り組み推進項目調書

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （１） 効率的な組織体制の実現

ペーパーレス化に向けた検討 ペーパーレス化の推進ペーパーレス化に向けた検討 ペーパーレス化の推進



※ICT(Information and Communication Technology)情報通信技術

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・平成30年度からの導入に向けて方針決定、導入準備を進める。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・導入システムの費用等の比較検討を進めるとともに、課題の整理を行う。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・導入システムの費用等の比較検討及び課題の整理を行った。

平 成 28 年 度
成果指標実績

検討

関係各課 企画政策課・総務課・生涯学習課・教育総務課

備 考
対象施設：町民センター・駅前町民会館・町立体育館・町民運動場・ラディアン・武
道館・ふたみ記念館・防災コミュニティセンター・学校施設（体育館・運動場）

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・導入システムについて、費用等の比較検討を実施した。

システム

導入率 検討 検討 方針決定 実施

目 標

成果
指標

公共施設予約システムの導入率

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定

・公共施設予約システ
ムの検討(窓口負担の
軽減)
・公共施設予約システ
ムの検討組織の立上
・学校施設（体育館・
運動場）の貸し出し・
有料化の検討

・公共施設予約システ
ムの検討（窓口負担の
軽減）
・学校施設（体育館・
運動場）の貸し出し・
有料化の検討

・公共施設予約システ
ム及び学校施設（体育
館・運動場）の貸し出
し・有料化について、
検討及び今後の方針を
決定

・公共施設予約システ
ムの導入、学校施設
（体育館・運動場）の
貸し出し・有料化の実
施

担 当 課 財務課

実 施 内 容 ・ICTを活用し、業務の効率化を推進する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 ア 組織のスリム化

  限られた職員数で運営する効率的な組織を実現するため、機構の見直しを図り、職務階
級の見直し、職員の適正配置に努めます。町民サービスの向上を図るため、広域的行政の
推進を図ります。より効率的な業務処理及び正確・迅速なサービス提供が行えるよう、Ｉ
ＣＴを活用した業務改善を図ります。業務改善を行ううえで、個人情報保護は引き続き情
報の漏洩防止体制の強化を図ります。

取り組み事項 ⅲ-2 ＩＣＴを活用した業務の効率化（公共施設予約システムの導入）

取り組み推進項目調書

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （１） 効率的な組織体制の実現

ＩＣＴによる業務効率化の検討
ＩＣＴによる業務

効率化の推進



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・委託化対象事業を精査し、関係課との協議を進める。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・上半期に洗い出しをした事業について、具体的な調査・検討を行う。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・平成29年度予算査定時に委託可能事業を洗い出した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

0

関係各課 窓口担当課・施設管理課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・委託可能事業の洗い出しを行った。

事業数 検討 1 2 3

目 標

成果
指標

委託化する事業数（平成26年度を基準）

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定

・委託化する事業の検
討
・指定管理者制度導入
施設の検討

・事業の委託化推進
・指定管理者制度導入
施設の検討

・事業の委託化推進
・指定管理者制度導入
施設の検討

・事業の委託化推進
・指定管理者制度導入
施設の決定

担 当 課 財務課

実 施 内 容 ・業務内容を見直し、窓口の委託化や指定管理者制度の導入を推進する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 イ アウトソーシングの推進

  業務内容を見直し、コア業務と周辺業務の振り分けを行い、周辺業務について委託化
や指定管理者制度の導入を推進し、雇用形態を含めた全体的な業務の見直しを図りま
す。あわせて人口減少に対応し、総職員数を抑制しながらも、限られた職員数で新たな
課題に対する取り組みが行える体制整備を図り、政策・施策の立案に注ぐ職員の力を集
めます。

取り組み事項 ⅰ 業務内容の見直し

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （１） 効率的な組織体制の実現

事業委託化

に向けた検討

指定管理者制度導入施設の検討

事業委託化の検証・推進



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・引き続き、非常勤嘱託員、臨時職員などの役割分担について検討する。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・下期についても、引き続き、役割分担の見直しを検討する。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・非常勤嘱託員、臨時職員などの役割分担について検討した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

1,907,851千円

関係各課 財務課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・昨年度に引き続き、非常勤嘱託員、臨時職員などの役割分担の見直しについ
て検討した。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

効果額
(単位：
千円)

1,941,411千円
（当初予算額）

1,900,000千円 1,865,000千円 1,830,000千円

取り組み予定
・非常勤嘱託員、臨時
職員などの役割分担の
見直し

・非常勤嘱託員、臨時
職員などの役割分担の
見直し

・非常勤嘱託員、臨時
職員などの役割分担の
見直し

・非常勤嘱託員、臨時
職員などの役割分担の
見直し

目 標

成果
指標

総人件費の額

年度

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み事項 ⅲ 人件費の抑制

担 当 課 総務課

実 施 内 容 ・任期付き職員、非常勤嘱託員、臨時職員など、多様な働き方を推進する。

個 別 項 目 イ アウトソーシングの推進

  業務内容を見直し、コア業務と周辺業務の振り分けを行い、周辺業務について委託化や
指定管理者制度の導入を推進し、雇用形態を含めた全体的な業務の見直しを図ります。あ
わせて人口減少に対応し、総職員数を抑制しながらも、限られた職員数で新たな課題に対
する取り組みが行える体制整備を図り、政策・施策の立案に注ぐ職員の力を集めます。

取り組み事項 ⅱ 雇用形態の見直し

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （１） 効率的な組織体制の実現

多様な働き方の推進

総人件費の抑制



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・検討課題の抽出を行い、サービス向上のため検討課題について検証し実践す
る。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・窓口向上委員会において、各窓口業務においての問題点を持ち寄り窓口サー
ビス向上のため、ワンストップサービスを含め検討する。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・窓口サービス向上検討会を開催し、窓口ワンストップサービス、コンビニ交
付について意見交換を行った。

平 成 28 年 度
成果指標実績

・窓口サービス向上検討会を開催した。

関係各課 他窓口担当課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・窓口業務を持つ担当班長を中心に窓口向上委員会を立ち上げた。

計画
策定

組織の立ち上げ 検討 検討 計画策定

目 標

成果
指標

町民サービス向上計画の策定

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定

・サービス向上に向け
た庁内検討組織の立ち
上げ
・窓口サービスの洗い
出し

・サービス向上施策の
検討

・サービス向上施策の
検討

・町民サービス向上計
画の策定

担 当 課 戸籍税務課

実 施 内 容
・町民サービス向上検討組織を立ち上げ、適切な担当窓口へ繋ぐワンストップ
サービスなど、サービス向上のための計画を策定する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 ウ 町民サービスの向上

  ルーティン業務の正確・迅速なサービス提供に努めるだけでなく、多様化・複合化する
町民ニーズに対応するため、窓口サービスの向上策として、適切な担当窓口へ繋ぐワンス
トップサービスやコンビニでの証明書発行など、行政手続きの簡素化を進めるため、電子
化・ネットワーク化を推進します。

取り組み事項 ⅰ 窓口サービスの向上

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （１） 効率的な組織体制の実現

組織の立ち上げと窓
口ｻｰﾋﾞｽの洗い出し

サービス向上施策の検討
町民サービス向上
計画の策定



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・費用対効果を見据え、引き続き検討を行う。
・町村会住基部門のワーキングにおいて引続き検討する。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・費用対効果を見据え、引き続き検討を行う。
・住基部門のワーキングにおいて引き続き検討する。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・近隣市町村、町村会の動向について情報収集を行った。
・参考に見積りを取り寄せ費用対効果について検証した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

・個人番号交付数、費用対効果を見据え、検討した。

関係各課 企画政策課・総務課・窓口担当課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・町民の利便性、コスト面、近隣市町村の動向について情報収集を行った。

ｺﾝﾋﾞﾆなど
での証明
書発行

検討 検討 検討 実施

目 標

成果
指標

証明書のコンビニなどでの発行

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・コンビニなどを活用
した証明書発行などの
検討

・コンビニなどを活用
した証明書発行などの
検討

・コンビニなどを活用
した証明書発行などの
検討

・コンビニなどを活用
した証明書発行などの
検討

担 当 課 戸籍税務課

実 施 内 容
・コンビニなどを活用した証明書発行などについて検討し、町民サービスの
向上に繋げる。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 ウ 町民サービスの向上

  ルーティン業務の正確・迅速なサービス提供に努めるだけでなく、多様化・複合化する
町民ニーズに対応するため、窓口サービスの向上策として、適切な担当窓口へ繋ぐワンス
トップサービスやコンビニでの証明書発行など、行政手続きの簡素化を進めるため、電子
化・ネットワーク化を推進します。

取り組み事項 ⅱ 行政手続の電子化・ネットワーク化

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （１） 効率的な組織体制の実現

コンビニなどを活用した証明書発行などの検討



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・研修基本計画により、職責等に沿った研修を行い、職員の資質向上を図る。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・研修基本計画により、職責等に沿った研修を行い、職員の資質向上を図る。
・昨年度に引き続き、人事評価に伴う、被評価者研修を実施する。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・人材育成基本方針を基に、研修実施計画を見直した。
・人事評価制度を本格導入した。
・人事評価に伴う、被評価者研修を実施した。
・平成29年１月から３月まで、内閣府に職員を派遣し、防災業務の研修等を受
けた。

平 成 28 年 度
成果指標実績

平成28年度の平均点数 33.8

関係各課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・人材育成基本方針を基に、研修実施計画を見直した。
・人事評価制度を本格導入した。

平均
点数

32.5 33.0 33.5 34.0

目 標

成果
指標

人事評価の平均点数

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定

・人材育成基本方針の策
定
・人事評価制度の本格導
入の検討

・基本方針に沿った人材
育成
・職員研修の充実
・人事評価制度の本格導
入

・基本方針に沿った人材
育成
・職員研修の充実
・人事評価制度の本格導
入

・基本方針に沿った人材
育成
・職員研修の充実
・人事評価制度の本格導
入

担 当 課 総務課

実 施 内 容
・人材育成基本方針を策定し、基本方針に沿った職員能力の向上を図る。
・人材育成基本方針に沿った研修の充実などを通じ職員能力の向上を図る。
・人事評価制度を本格導入し、評価結果を反映する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み事項 ⅱ 職員研修の充実

取り組み事項 ⅲ 人事評価制度の確立

個 別 項 目 ア 職員能力の向上

  人材育成基本方針を策定し、職員レベルに応じ必要とされる能力を明確に示し、方針に
沿った研修計画のもと職員研修の充実を図ります。特に、行政運営に必要不可欠なマネジ
メント能力や、専門性を高める能力向上のための研修を効果的に活用して人材育成を行い
ます。
  平成20年度から試行している人事評価について、現在行っている能力評価を検証し、本
格的な導入を行います。
　専門職や再任用職員など多様な人材を積極的に活用し、ベテランの持つ専門的な知識や
経験を確実に伝えていきます。

取り組み事項 ⅰ 人材育成基本方針の策定

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （２） 人材育成の推進

基本方針に沿った人材の育成の推進
人材育成基本

方針の策定
基本方針に沿った職員研修の充実

人事評価制度の

本格導入の検討
人事評価制度の本格導入・運用



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・引き続き、職員の相互交流を通じた情報共有化を図るため、実施してい
く。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・引き続き、職員の相互交流を通じた情報共有化を図るため、実施してい
く。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・平成28年度より、県との職員相互交流を実施した。
・平塚市及び町社会福祉協議会への職員派遣を継続実施した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

１件

関係各課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・平成28年度より、県との職員相互交流を実施した。
・平塚市及び町社会福祉協議会への職員派遣を継続実施した。

件数 検討 １件 １件 １件

目 標

成果
指標

職員相互交流の実施数（各年度）

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・県・他市町村との職員
相互交流の推進
・情報共有化の推進

・県・他市町村との職員
相互交流の推進
・情報共有化の推進

・県・他市町村との職員
相互交流の推進
・情報共有化の推進

・県・他市町村との職員
相互交流の推進
・情報共有化の推進

担 当 課 総務課

実 施 内 容
・専門職の活用や職員交流などを通じ、多様な人材の専門的な知識や経験を
活かす。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 ア 職員能力の向上

  人材育成基本方針を策定し、職員レベルに応じ必要とされる能力を明確に示し、方針
に沿った研修計画のもと職員研修の充実を図ります。特に、行政運営に必要不可欠なマ
ネジメント能力や、専門性を高める能力向上のための研修を効果的に活用して人材育成
を行います。
  平成20年度から試行している人事評価について、現在行っている能力評価を検証し、
本格的な導入を行います。
　専門職や再任用職員など多様な人材を積極的に活用し、ベテランの持つ専門的な知識
や経験を確実に伝えていきます。

取り組み事項 ⅳ 多様な人材の活用

基 本 方 針 １ 組織体制の強化

重 点 目 標 （２） 人材育成の推進

県・他市町村との職員交流の推進



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・町債目標値を検討・設定したうえ、事業計画の策定を進める。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・長期的事業を各課に依頼し、町債の計画を立てる。また、入札結果に応じて
当年度の起債が抑制可能であれば、積極的に行っていく。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・入札による事業費減により、起債額の抑制を行った。また、交付税に算入さ
れる有利な起債に変更し、後年の財源を確保した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

・財政見通しで設定している起債額以下とするよう予算化を行ったが、目標値
の設定には至らなかった。

関係各課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・起債を行う下半期に向けて、起債予定案件・現在の発行状況等の確認を行っ
た。

計画
策定

目標値の検討 目標値の設定 - 計画策定

目 標

成果
指標

町債目標値を反映した事業計画の策定

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・町債の適正な残高を
推計する。

・町債の10年先までの
目標値を設定する。

・町債目標値を反映し
た事業計画を策定し、
これに基づく予算編成
を目指す。

・町債目標値を反映し
た事業計画を策定し、
これに基づく予算編成
を目指す。

担 当 課 財務課

実 施 内 容
・長期的な財政計画の中で、町債残高を計画的に削減するため、将来において
負担可能な地方債残高を推計し、目標値を設定する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 ア 長期財政計画の策定

  少子高齢化と人口減少に伴う税収減少を見据えて、長期的に歳入を予測し、町債残
高を計画的に削減するとともに、同様の業務をまとめて発注するなど、工事・委託・
物品調達などに係るコストを、全体として縮減します。

取り組み事項 ⅰ 町債残高の計画的な削減

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （３） 歳出構造の見直し

町債の目標

値を検討
10年先までの町債
予算目標値を設定

町債目標値を反映した事業計画の策定



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・一元化の可能性がある事業をリストアップし、調整ができ次第実施する。
・なお、29年度はエスカレーター・エレベーターの保守委託を一括入札する。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・引き続き集約可能の案件であれば、一元化して入札を執行する。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・電力調達、消防用設備等保守及び庁舎、ラディアンで導入したコピー機の一
括入札を行い、コストの縮減を行った。

平 成 28 年 度
成果指標実績

・集約できたものに対し一元化を実施した。

関係各課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・電力調達や消防用設備等保守など、部局にとらわれず一元化して入札を執行
した。

集約・
一元化

調査 調査 実施 －

目 標

成果
指標

予算の集約、調達の一元化の実施

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・予算の集約、調達一
元化が可能なものを調
査する。

・予算の集約、調達一
元化が可能なものを調
査する。

・予算の集約、調達一
元化を予算へ反映させ
る。

・予算の集約、調達一
元化を予算へ反映させ
る。

担 当 課 財務課

実 施 内 容
・類似予算の集約や調達の一元化を推進し、効率性を高めることで工事・委
託・物品調達コストの縮減を図る。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 ア 長期財政計画の策定

  少子高齢化と人口減少に伴う税収減少を見据えて、長期的に歳入を予測し、町債残
高を計画的に削減するとともに、同様の業務をまとめて発注するなど、工事・委託・
物品調達などに係るコストを、全体として縮減します。

取り組み事項 ⅱ 工事・委託・物品調達コストの縮減

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （３） 歳出構造の見直し

コスト削減に向け、対象事業

や一元化の手法を検討
予算の集約、調達一元化を

予算へ反映させる



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・規則改正を行い庁内に周知を行う。下期にて、改正された規則にのっとり予
算計上し、透明性・平等性を確立する。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・規則改正に向け、庁内の意見集約を行い、対象や内容について検討を行う。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・平成29年度中の規則改正に向けて、意見集約を行った。

平 成 28 年 度
成果指標実績

・集約、検討のみ。改正・制定は翌年度とした。

関係各課 補助金を所掌する課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・他市町村の補助金制度を参考に、町に即した規則改正案を検討した。

規則
改正

検討 改正・制定 改正・制定 施行

目 標

成果
指標

補助金交付規則の改正

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・新たな補助金制度の
検討

・補助金交付規則の改
正・制定

・補助金交付規則の改
正・制定

・新補助金交付規則の
施行

担 当 課 財務課

実 施 内 容
・補助金交付規則について公平性や透明性の強化に向けた改正を行うなど、補
助金制度の抜本的な見直しを図る。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 イ 事業・補助金の見直し

  事業の継続的な見直しは効果や必要性を検証し、費用をかけるところと節約すると
ころを見定め、時代にあった見直しを推進するとともに、行政評価結果を予算へ反映
していきます。また、各種補助金制度の抜本的な見直しを行い、透明性の確保を図り
ます。

取り組み事項 ⅰ 補助金制度の抜本的見直し

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （３） 歳出構造の見直し

新たな補助金
制度の検討 規則改正・制定

新補助金交付
規則の施行



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・平成30年度査定までに、抽出された見直し対象事業の主管課に、進捗状況を
確認し、必要に応じて課題整理等の協議を行う。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・見直し対象事業の抽出及び分析を行う。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・平成29年度の予算査定にて見直し対象事業の抽出、見直し及び廃止等の検討
を行った。

平 成 28 年 度
成果指標実績

-

関係各課 企画政策課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・執行伺にて事業の内容を確認した。不効率な場合は見直しを指示した。

見直しを
検討する
事業割合

― ― 30% 70%

目 標

成果
指標

見直しを検討する事業割合

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定

・対象事業の抽出・分
析、終期設定等の見直
し作業
・行政評価結果の予算
反映

・対象事業の抽出・分
析、終期設定等の見直
し作業
・行政評価結果の予算
反映

・事業見直しの予算へ
の反映
・行政評価結果の予算
反映

・事業見直しの予算へ
の反映
・行政評価結果の予算
反映

担 当 課 財務課

実 施 内 容
・終期を設定するなど、対象とした事業の見直しを行い、より効率的な予算編
成へと結びつける。
・行政評価結果の予算への反映を推進するため、その仕組みを構築する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み事項 ⅲ イベント的な事業のスクラップアンドビルド

取り組み事項 ⅳ 行政評価結果の予算への反映

個 別 項 目 イ 事業・補助金の見直し

  事業の継続的な見直しは、効果や必要性を検証し、費用をかけるところと節約する
ところを見定め、時代にあった見直しを推進するとともに、行政評価結果を予算へ反
映していきます。また、各種補助金制度の抜本的な見直しを行い、透明性の確保を図
ります。

取り組み事項 ⅱ 事務事業の見直し

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （３） 歳出構造の見直し

見直し対象事業の抽出・分析 事業見直しの結果を予算へ反映

行政評価の予算反映



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・策定方針に基づき、実施計画を策定する。
・引き続き、検討委員会を開催する。併せて、町民ワークショップを開催し、
町民意見を聴取・反映する。

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （４） 財源の確保

個 別 項 目 ア 自主財源の確保

　適正な課税と税負担の公平性を確保し、収納率の向上を強化するなど、滞納対策を
強化し、町税の確保に努めます。また、受益者負担を原則とし、使用料・占用料など
について、適正化を図ります。
  施設利用は、使う側の立場に立った時間設定の見直しや幅広い民間団体への貸出し
などの検討を行い、利用率と利用価値を高め、財源の確保に努めます。
  利用されていない町有地の整理・活用を早期に検討し、町民サービスに努めます。

取り組み事項 ⅰ 未利用地の整理・活用

担 当 課 企画政策課

実 施 内 容 ・町有地の整理・活用をするための手法について、調査・研究を推進する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・外部検討組織の立上
・町有地の整理・活用
手法の調査・研究

・町有地の整理・活用
手法の調査・研究
・町有地の整理・活用
手法の方向性のとりま
とめ

・町有地の整理・活用
手法の調査・研究・報
告書の取りまとめ

・新たな活用に向けた
各種調査等の準備

目 標

成果
指標

報告書のまとめ

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

報告書
作成

調査・研究 調査・研究 報告書のまとめ －

関係各課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・支援業務委託の事業者が決定し、現況分析等を実施した。８月に検討委員会
を開催した。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・町有地の整理・活用手法のとりまとめを行う。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・「公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針」を策定した。
・検討委員会を３回開催した。
・東大果樹園跡地現況調査委託による調査報告書が完成した。
・国立小児病院跡地は国直轄事業で国に貸出することを決定した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

報告書作成：東大果樹園跡地現況調査委託による調査報告書が完成

町有地の整理・活用手法の
調査・研究・報告書のまとめ

新たな活用に
向けた準備

外部検討組織の

立上

方向性のとりまとめ



平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・クレジットカードやペイジー等、新たな収納方法について情報収集を実施する。
・他徴収部署との情報交換や町税と国保税共通の滞納者への滞納処分を実施する。
・県等で開催している滞納処分等の研修について周知し、積極的な受講を推進する。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・ミラーズロックによる差押を実施する。
・県等で開催している滞納処分等の研修について周知し、積極的な受講を推
進する。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・クレジットカードやペイジー等、新たな収納方法について情報収集を実施した。
・他徴収部署との情報交換や町税と国保税共通の滞納者への滞納処分を実施した。
・県等で開催している滞納処分等の研修について周知した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

・0.42％向上した。

関係各課 福祉保険課・子ども育成課・下水道課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・クレジットカードやペイジー等、新たな収納方法について情報収集を実施
した。
・他徴収部署との情報交換や町税と国保税共通の滞納者への滞納処分を実施
した。

収納率 0.0%～0.5%向上 0.0%～0.5%向上 0.0%～0.5%向上 0.0%～0.5%向上

目 標

成果
指標

収納率（平成26年度を基準）

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・滞納整理事務強化対
象及び滞納情報共有方
法の検討

・研修による専門性強
化及び全会計間の情報
共有の推進

・研修による専門性強
化及び全会計間の情報
共有の推進

・研修による専門性強
化及び全会計間の情報
共有の推進

担 当 課 戸籍税務課

実 施 内 容 ・滞納整理事務の能力向上を図り、収納の強化につなげる。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 ア 自主財源の確保

　適正な課税と税負担の公平性を確保し、収納率の向上を強化するなど、滞納対策を
強化し、町税の確保に努めます。また、受益者負担を原則とし、使用料・占用料など
について、適正化を図ります。
  施設利用は、使う側の立場に立った時間設定の見直しや幅広い民間団体への貸出し
などの検討を行い、利用率と利用価値を高め、財源の確保に努めます。
  利用されていない町有地の整理・活用を早期に検討し、町民サービスに努めます。

取り組み事項 ⅱ 収納の強化

取り組み推進項目調書

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （４） 財源の確保

滞納整理事務強化、
情報共有方法の検討 滞納整理研修の受講、滞納情報共有の推進



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・平成30年度に向けて条例改正案を検討する。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・検討会の結果をもとに報告書を作成する。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・消費税増税が延期されたことに伴い、使用料の見直しも延期とした。平成
31年の増税に合わせ、使用料を見直し、適正化を図ることとした。

平 成 28 年 度
成果指標実績

・2度の検討会を実施した。

関係各課 都市整備課・生涯学習課・産業振興課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・2度の検討会を実施し、使用料の見直しを検討した。

増加率 調査・検討 調査・検討 調査・検討 実施準備

目 標

成果
指標

使用料等の増加率
（平成26年度を基準とし各年度対比）

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・使用料見直し及び新
規徴収施設等の調査・
検討

・使用料見直し及び新
規徴収施設等の調査・
検討

・使用料見直し及び新
規徴収施設等の調査・
検討

・平成31年の消費税増
税に合わせ、平成31年
度からの予算反映をす
るための準備（条例の
改正等）

担 当 課 財務課

実 施 内 容
・現行の施設使用料の見直しや新たな使用料徴収施設その他の財源の調査・
検討により、受益者負担の適正化を推進する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 ア 自主財源の確保

　適正な課税と税負担の公平性を確保し、収納率の向上を強化するなど、滞納対策を
強化し、町税の確保に努めます。また、受益者負担を原則とし、使用料・占用料など
について、適正化を図ります。
  施設利用は、使う側の立場に立った時間設定の見直しや幅広い民間団体への貸出し
などの検討を行い、利用率と利用価値を高め、財源の確保に努めます。
  利用されていない町有地の整理・活用を早期に検討し、町民サービスに努めます。

取り組み事項 ⅲ 受益者負担の適正化

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （４） 財源の確保

見直し及び新規徴収

使用料等の調査・検討

平成31年度の

予算反映準備



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・平成30年度予算作成に向けて、新規補助金等の情報収集を行う。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・引き続き情報収集を行う。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・平成29年度予算査定中に、各省庁の補助金制度の洗い出しを行った。また、
新規で対象となる補助金があった場合、査定中に確認を行った。

平 成 28 年 度
成果指標実績

・1件（ネクスコ）

関係各課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・県を中心に情報収集を行い補助金対象事業の有無を確認した。また、担当課
より情報提供があった補助金内容について積極的な活用を依頼した。

新財源
の件数

― １件 ２件 ３件

目 標

成果
指標

新たな財源の件数（平成26年度を基準）

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・財源に関して各部署
間の情報共有及び連携
強化を推進する。

・財源に関して各部署
間の情報共有及び連携
強化を推進する。

・財源に関して各部署
間の情報共有及び連携
強化を推進する。

・財源に関して各部署
間の情報共有及び連携
強化を推進する。

担 当 課 財務課

実 施 内 容
・国・県を含め、民間等の補助メニューの情報収集能力を強化して新たな財源
の確保につなげる。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

個 別 項 目 イ 依存財源の確保

  自主財源以外にも、国、県の交付金・補助金や財団などの外部資金の活用を積極的
に進めるとともに、ふるさと納税なども含め、町外からの新たな財源の確保に向けた
検討に取り組みます。

取り組み事項 ⅰ 新たな財源の確保

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （４） 財源の確保

財源に関して各部署間の情報共有及び連携強化を推進する



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・策定方針に基づき、実施計画を策定する。
・今後の庁舎のあり方について、あらゆる手法を検討し、早期に結論を得
る。
・引き続き、検討委員会を開催する。併せて、町民ワークショップを開催
し、町民意見を聴取・反映する。

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （５） 施設の効率的な運営

個 別 項 目 ア 公共施設の統廃合・効果的な配置

  公共施設の利用状況や更新時期などを検証し、有効な活用方法について検討を行
い、限られた予算で効果的に配置するため、公共施設再配置計画を策定し、推進して
いきます。また、公共施設再配置計画に基づき、実施計画を策定します。
  施設の維持管理については、維持管理計画を策定し、長期的かつ持続可能な計画と
なるよう、外部委託の検討を行い、さらに、町民団体に管理を任せるなど、町民や民
間の活力を活用できる仕組みづくりに取り組みます。

取り組み事項 ⅰ 公共施設再配置全体計画の策定・推進

取り組み事項 ⅱ 公共施設再配置実施計画の策定・推進

担 当 課 企画政策課

実 施 内 容
・公共施設再配置全体計画を策定する。
・全体計画に基づく公共施設再配置実施計画の策定と推進を図る。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・公共施設再配置全体
計画を検討する。

・公共施設再配置全体
計画を策定する。
・公共施設再配置実施
計画を検討する。

・公共施設再配置実施
計画を策定する。

・公共施設再配置実施
計画を推進する。

目 標

成果
指標

公共施設再配置全体計画及び実施計画の策定

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

計画
策定

全体計画の検討 全体計画の策定 実施計画の策定 ―

関係各課 財務課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・支援業務委託の事業者が決定し、現況分析等を実施した。８月に検討委員
会を開催した。
・秦野市の教育庁舎を視察した。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・引き続き、公共施設再配置全体計画及び実施計画策定に向けた検討をす
る。
・教育委員会との情報共有を進める。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針」を策定した。
・検討委員会を３回開催した。
・公共施設現況調査委託による調査報告書が完成した。
・平成28年度秦野市中井町二宮町大磯町広域行政推進協議会の先進事例調査
において、氷見市と七尾市を視察した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

計画策定：公共施設再配置・町有地有効活用実施計画策定方針を策定

再配置全体

計画の策定
再配置実施計画の策定 実施計画の推進



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・維持管理計画を推進する。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・引き続き、維持管理計画策定に向けた検討を行う。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・長期的な維持管理計画を定めた総合管理計画を策定した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

計画策定

関係各課 企画政策課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・公共施設再配置全体計画の策定と連携し、維持管理計画策定に向けた検討
を行った。

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

計画
制定

検討 検討 計画策定 －

取り組み予定
・施設の長期的な維持
管理計画策定に向けた
検討を進める。

・施設の長期的な維持
管理計画策定に向けた
検討を進める。

・長期的な維持管理計
画を推進する。

・長期的な維持管理計
画を推進する。

目 標

成果
指標

維持管理計画の策定

年度

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み事項 ⅳ 長期的な維持管理計画の策定

担 当 課 財務課

実 施 内 容
・長期的な維持管理計画の策定を推進し、維持管理に必要な財源の確保、よ
り効率的な施設管理のあり方などを確立する。

個 別 項 目 ア 公共施設の統廃合・効果的な配置

  公共施設の利用状況や更新時期などを検証し、有効な活用方法について検討を行
い、限られた予算で効果的に配置するため、公共施設再配置計画を策定し、推進して
いきます。また、公共施設再配置計画に基づき、実施計画を策定します。
  施設の維持管理については、維持管理計画を策定し、長期的かつ持続可能な計画と
なるよう、外部委託の検討を行い、さらに、町民団体に管理を任せるなど、町民や民
間の活力を活用できる仕組みづくりに取り組みます。

取り組み事項 ⅲ 統廃合・再配置・維持管理に係る財源確保

基 本 方 針 ２ 持続可能な財政の確立

重 点 目 標 （５） 施設の効率的な運営

維持管理計画検討 維持管理計画の推進



取り組み推進項目調書

基 本 方 針 ３ 多様な主体との協働

重 点 目 標 （６） 町民参画の促進

個 別 項 目 ア 町民参画の仕組みづくり

  地域の課題に対し、地域が主体的に活動しやすくなるよう地域コミュニティ活動を推進するとと
もに、まちづくりの多様な担い手として、自主的な活動をしている町民や町民団体に適切な支援を
行い、さらなる参画を促進し、連携体制を構築していきます。特に、福祉分野では町民の関わりを
一層推進し、健康寿命の延伸に繋がるよう、町独自の取り組みを推進します。それに伴う、ボラン
ティア窓口の一元化や二宮町町民参加活動推進条例の見直しなど、町民参画の仕組みづくりの環境
整備に努めます。

取り組み事項 ⅰ まちづくり条例の制定と町民参加活動推進条例の見直し

担 当 課 地域政策課

実 施 内 容
・町民参加活動推進条例の見直しも視野に入れた中で町民参画の仕組みづくり
を行う。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定

・町民参加活動推進条例
の検証
・町民意見募集制度の統
一化の検討
・（仮称）まちづくり条
例の検討

・町民参加活動推進条例
見直しの検討
・町民意見募集制度の統
一化の検討
・（仮称）まちづくり条
例の検討

・町民参加活動推進条例
の運用
・町民意見募集制度の検
討
・（仮称）まちづくり条
例の検討

・町民参加活動推進条例
の運用
・町民意見募集制度の実
施
・（仮称）まちづくり条
例の検討

目 標

成果
指標

町民参加活動推進条例の見直し

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

条例の
見直し

検証 見直し － －

関係各課 企画政策課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・町民参加活動推進条例については、町民活動推進委員会から「二宮町にあっている
条例」との答申を受け、現行のまま運用することとした。
・町民意見募集制度の統一化については、現在のところ取り組んでいない。
・(仮称)まちづくり条例については、その一部分となる開発事業に特化した条例（開
発事業における手続及び基準等に関する条例）について先行で制定することとして、
その素案を作成し、町民等からの意見募集を実施した(7/26～8/25)。

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・町民意見募集制度の統一化についての要綱等整備に向け検討を行う。
・(仮称)まちづくり条例については、その一部分となる開発事業に特化した条例（開
発事業における手続及び基準等に関する条例）施行（平成30年1月予定）に向け、各種
手続きを進める。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・町民意見募集制度の統一化についての要綱等整備に向け検討を行う。
・(仮称)まちづくり条例については、引き続き検討を行う。
・二宮町の開発事業における手続及び基準等に関する条例については、神奈川県及び
検察庁との協議を行う。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・町民意見募集制度の統一化についての要綱等整備に向け検討を行った。
・(仮称)まちづくり条例については、その一部分となる開発事業に特化した条例（開
発事業における手続及び基準等に関する条例）を先行して制定することとし、素案に
対する町民等からの意見募集及び神奈川県及び検察庁との協議を行った。

平 成 28 年 度
成果指標実績

　町民参加活動推進条例は、町民活動推進委員会から「二宮町にあっている条例」と
の答申を受け、現行のまま運用することとし、見直しは行わないこととした。

町民意見募集制度の統一化の検討 町民意見募集
制度の実施

町民参加活動推進
条例の検証

町民参加活動推進
条例の運用

町民参加活動推進

条例見直しの検討

（仮称）まちづくり条例の検討



取り組み推進項目調書

基 本 方 針 ３ 多様な主体との協働

重 点 目 標 （６） 町民参画の促進

個 別 項 目 ア 町民参画の仕組みづくり

  地域の課題に対し、地域が主体的に活動しやすくなるよう地域コミュニティ活動を推進すると
ともに、まちづくりの多様な担い手として、自主的な活動をしている町民や町民団体に適切な支
援を行い、さらなる参画を促進し、連携体制を構築していきます。特に、福祉分野では町民の関
わりを一層推進し、健康寿命の延伸に繋がるよう、町独自の取り組みを推進します。それに伴
う、ボランティア窓口の一元化や二宮町町民参加活動推進条例の見直しなど、町民参画の仕組み
づくりの環境整備に努めます。

取り組み事項 ⅱ 町民や町民団体の自主的な活動に対する適切な支援

取り組み事項 ⅲ 地域コミュニティ活動の推進

担 当 課 地域政策課

実 施 内 容
・町民や町民団体の自主的な活動に対する適切な支援を行う。
・地域の課題を解決する地域コミュニティ活動を推進する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定

・地域コミュニティ活動
への適切な支援の検証、
検討、実施
・ボランティア窓口の一
元化の検討
・地域包括ケアシステム
の構築
・地域福祉計画の策定

・地域コミュニティ活動
への適切な支援の検証、
検討、実施
・ボランティア窓口の一
元化の検討
・地域包括ケアシステム
の構築
・地域福祉計画の策定

・地域コミュニティ活動
への適切な支援の検証、
検討、実施
・ボランティア窓口一元
化の実施、運営
・地域包括ケアシステム
の構築

・地域コミュニティ活動
への適切な支援の検証、
検討、実施
・ボランティア窓口一元
化の実施、運営
・地域包括ケアシステム
の構築

目 標

成果
指標

ボランティア窓口の一元化

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

窓口の
一元化

検討 検討 実施 －

関係各課 福祉保険課・健康づくり課・生涯学習課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・地域活動支援交付金の見直しについて、資料収集し検討を始めた。
・サポートセンター移転にあわせ、ボランティア情報を集約し情報提供する方向性と
した。
・地域包括ケアシステムについて、地域や関係機関と打合せを実施した。
・地域福祉計画策定委員会を発足させるとともに、地区懇談会を開催した。

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・地域活動支援交付金の見直しについて、地区長連絡協議会等にて検討を行う。
・ボランティア情報の一元化を図る。
・地域包括ケアシステムについて、地域や関係機関と協議を実施し、総合事業への移
行を進める。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・平成29年度予算編成に向け、地域活動支援交付金の見直しを行う。
・10月のサポートセンター移転後、ボランティア情報の資料整備を行う。
・地域包括ケアシステムの構築に向け関係機関等と協議するとともに、総合事業の移
行を進める。
・地域福祉計画を平成28年度中に策定する。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・地域活動支援交付金の見直しについて、地区長連絡協議会にて検討を開始した。
・町民活動団体の情報を取りまとめた。
・地域包括ケアシステムについて、地域や関係機関と協議を実施し、総合事業への移
行を進めた。
・地域福祉計画策定委員会を発足させ、地域福祉計画を平成28年度中に策定した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

ボランティア窓口の一元化に向け検討を行った。

地域コミュニティ活動への適切な支援を検証、検討、実施

ボランティア窓口一元化の検討

地域福祉計画の策定

地域包括ケアシステムの構築

ボランティア窓口一元化の実施、運営



取り組み推進項目調書

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・神奈川大学、県住宅供給公社及び町でお試し移住の検討を行う。

基 本 方 針 ３ 多様な主体との協働

重 点 目 標 （６） 町民参画の促進

個 別 項 目 イ 産・官・学の連携によるまちづくり

　企業や大学との連携体制を構築し、企業や大学の専門性を活かした効果的、効率的
な連携によるまちづくりを行います。あわせて中学校、高校とも連携体制を構築し、
より多くの学生がまちづくりに参画できるよう促進します。

取り組み事項 ⅰ 官学連携の推進

取り組み事項 ⅱ 企業、関係団体等との連携

担 当 課 企画政策課

実 施 内 容
・大学や企業など関係団体との連携体制を構築し、大学や企業等の専門性を活
かした効果的・効率的な事業を行うとともに、多くの年代の方がまちづくりに
参画できるよう促進する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定

・官・学連携事業内容
の検討
・企業、関係団体等と
の連携の検討

・官・学連携事業事業
の実施、推進
・企業、関係団体等と
の連携の検討

・官・学連携事業事業
の実施、推進
・企業、関係団体等と
の連携の検討

・官・学連携事業事業
の実施、推進
・企業、関係団体等と
の連携の実施、推進

目 標

成果
指標

連携事業数（平成26年度を基準）

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

連携
事業数

ー 1 2 3

関係各課 地域政策課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・神奈川大学との包括協定に基づく、学生の就業体験（インターンシップ）の
受け入れ準備、及び、夏季休暇中の大学図書館開放に関する周知協力を実施し
た。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・連携可能な事業を検討及び推進する。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・学生の就業体験（インターンシップ）の受け入れ、及び、夏季休暇中の大学
図書館開放に関する周知協力を実施した。
・町民大学の事業の一環として、神奈川大学湘南ひらつかキャンパス内にある
「ファブラボ平塚」において、３月25日（土）に「神奈川大学でものづくりと
３Ｄスキャン体験」を実施した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

連携事業数：１

官・学連携

内容の検討
官・学連携事業の実施、推進

企業、関係団体等との連携の検討 実施、推進



取り組み推進項目調書

基 本 方 針 ３ 多様な主体との協働

重 点 目 標 （７） 情報の透明化

個 別 項 目 ア 情報、相談機能、支援体制の充実強化

  行政が保有するさまざまな情報の透明化と発信力の強化に努め、開示、公表する情
報は、情報を得る側の立場に立って速やかな情報発信を行い、町民との情報共有を図
ります。また、相談窓口の一元化や広報広聴機能の強化・充実を図っていきます。

取り組み事項 ⅰ 町民との情報共有の推進

担 当 課 地域政策課

実 施 内 容
・行政が保有するさまざまな情報を透明化するとともに、速やかな情報発信
と町民との情報共有を推進する。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・ホームページのリ
ニューアル

・新ホームページの活用
による情報発信の強化推
進

・新ホームページの活用
による情報発信の強化推
進
・にのみやLifeホーム
ページの更新・充実

・新ホームページの活用
による情報発信の強化推
進

目 標

成果
指標

町ホームページへのアクセス件数

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

アクセス数 500,000 550,000 600,000 650,000

関係各課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・新ホームページ及びフェイスブックの積極的な活用を庁内会議で周知し
た。

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・ホームページ及びフェイスブックの積極的な活用を図る。
・ホームページのうち、移住促進用「にのみやLife」ページの更新作業を開
始し、充実を図る。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・引き続き情報発信に取り組む。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・新ホームページ及びフェイスブックの積極的な活用を庁内会議で周知し
た。

平 成 28 年 度
成果指標実績

473,753件（平成27年度実績：468,445件）

ホームページの

リニューアル ホームページの活用による情報発信の強化



取り組み推進項目調書

基 本 方 針 ３ 多様な主体との協働

重 点 目 標 （７） 情報の透明化

個 別 項 目 ア 情報、相談機能、支援体制の充実強化

  行政が保有するさまざまな情報の透明化と発信力の強化に努め、開示、公表する情報
は、情報を得る側の立場に立って速やかな情報発信を行い、町民との情報共有を図りま
す。また、相談窓口の一元化や広報広聴機能の強化・充実を図っていきます。

取り組み事項 ⅱ 相談窓口・広報広聴機能の充実・一元化

担 当 課 地域政策課

実 施 内 容
・相談窓口の一元化を行い、広報広聴機能を充実し、情報発信力の強化に努め
る。

スケジュール

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

取り組み予定
・相談窓口・広報広聴機
能の充実、窓口の一元化
の検討

・相談窓口・広報広聴機
能の充実、窓口の一元化
の実施

・相談窓口・広報広聴機
能の充実、窓口の一元化
の周知、運用

・相談窓口・広報広聴機
能の充実、窓口の一元化
の周知、運用

目 標

成果
指標

相談窓口の一元化の実施

年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

窓口の
一元化

検討 実施 － －

関係各課

備 考

平 成 28 年 度
（ 上 期 ）
取り組み実績

・機構改革により相談及び広報広聴の窓口を地域政策課に一元化した。

平 成 29 年 度
（ 上 期 ）
取り組み予定

・相談窓口の一元化の周知、運用を進める。
・情報発信力の強化に努める。

平 成 28 年 度
（ 下 期 ）
取り組み予定

・的確かつ迅速な対応に取り組む。

平 成 28 年 度
取り組み実績

・機構改革により相談及び広報広聴の窓口を地域政策課に一元化した。

平 成 28 年 度
成果指標実績

窓口の一元化を実施した。

相談窓口・広報広聴

機能の充実、窓口の

一元化の検討
実施 周知、運用


